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○青森県県営住宅条例 

昭和三十六年十二月二十日 

青森県条例第六十九号 

改正 昭和三七年一〇月一五日条例第六三号 

昭和三九年四月一日条例第五二号 

昭和四〇年三月三一日条例第三八号 

昭和四一年三月三〇日条例第四五号 

昭和四一年七月五日条例第五九号 

昭和四一年一〇月一四日条例第七六号 

昭和四三年一〇月三日条例第四四号 

昭和四四年三月二九日条例第二一号 

昭和四四年一〇月一一日条例第四一号 

昭和四五年一〇月一二日条例第六一号 

昭和四五年一二月二五日条例第七二号 

昭和四六年三月二〇日条例第二二号 

昭和四六年一〇月一四日条例第四五号 

昭和四七年四月一日条例第二七号 

昭和四七年一〇月七日条例第四五号 

昭和四八年三月三〇日条例第二二号 

昭和四八年一〇月一一日条例第四四号 

昭和四八年一二月二二日条例第五八号 

昭和四九年三月二六日条例第一七号 

昭和四九年一二月二四日条例第六〇号 

昭和五〇年三月二〇日条例第一八号 

昭和五〇年一二月二二日条例第五三号 

昭和五一年三月二五日条例第三三号 

昭和五一年六月二六日条例第五五号 

昭和五一年一二月二五日条例第六七号 

昭和五二年三月二四日条例第八号 

昭和五二年九月二七日条例第二六号 

昭和五三年三月二五日条例第一九号 
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昭和五三年一〇月一四日条例第四一号 

昭和五三年一二月二一日条例第四四号 

昭和五四年三月二〇日条例第九号 

昭和五四年六月三〇日条例第二七号 

昭和五四年一一月一日条例第三三号 

昭和五四年一二月二四日条例第四〇号 

昭和五五年三月二七日条例第三二号 

昭和五五年七月一七日条例第五三号 

昭和五五年一〇月九日条例第六一号 

昭和五六年三月二六日条例第一二号 

昭和五六年六月三〇日条例第二五号 

昭和五六年一二月二二日条例第三三号 

昭和五七年三月二五日条例第二三号 

昭和五七年六月一五日条例第三四号 

昭和五七年一〇月一四日条例第四〇号 

昭和五七年一二月八日条例第四八号 

昭和五八年一〇月一三日条例第三六号 

昭和五九年三月二七日条例第一六号 

昭和五九年一二月二二日条例第五一号 

昭和六〇年六月二九日条例第三九号 

昭和六一年七月二四日条例第四四号 

昭和六二年三月一七日条例第一八号 

昭和六二年一〇月一三日条例第三八号 

平成元年三月二三日条例第三七号 

平成元年一二月二二日条例第五七号 

平成二年三月二六日条例第二〇号 

平成二年一〇月一五日条例第三二号 

平成二年一二月二五日条例第三六号 

平成三年三月一八日条例第一二号 

平成三年一二月二五日条例第三七号 

平成六年七月四日条例第三七号 
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平成七年三月二二日条例第九号 

平成七年七月一日条例第三七号 

平成七年一二月二二日条例第五四号 

平成九年三月二六日条例第三一号 

平成一〇年一〇月一四日条例第五四号 

平成一一年七月一日条例第四一号 

平成一二年三月二四日条例第一三〇号 

平成一二年七月一七日条例第一四四号 

平成一二年一〇月一三日条例第一六五号 

平成一五年八月六日条例第五九号 

平成一六年一〇月一五日条例第五四号 

平成一七年三月二五日条例第六号 

平成一八年三月二七日条例第三九号 

平成一九年三月二三日条例第三四号 

平成二〇年三月二六日条例第三三号 

平成二四年三月二八日条例第四三号 

平成二五年三月二七日条例第二七号 

平成二六年一〇月一五日条例第八八号 

平成二九年七月七日条例第二九号 

平成二九年一二月一五日条例第三八号 

平成三一年三月二二日条例第四三号 

令和元年一二月一三日条例第三七号 

令和二年三月二七日条例第二〇号 

令和六年三月二七日条例第三号 

令和七年三月二八日条例第二九号 

〔青森県県営住宅管理条例〕をここに公布する。 

青森県県営住宅条例 

（昭三九条例五二・改称） 

（趣旨） 

第一条 この条例は、県営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法令及び青森県指定

管理者による公の施設の管理に関する条例（平成十七年三月青森県条例第六号）に定める
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もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（昭三九条例五二・平一七条例六・平一九条例三四・一部改正） 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 県営住宅 県が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸する

ための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法（昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」

という。）の規定による国の補助に係るもの並びに青森県特定公共賃貸住宅条例（平成

九年三月青森県条例第六号）第二条第一号に規定する特定公共賃貸住宅について用途の

変更を行い、低額所得者に賃貸することとした住宅及びその附帯施設（以下「準県営住

宅」という。）をいう。 

二 共同施設 県営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な児童遊園、集会所、広場及

び緑地、通路並びに駐車場をいう。 

三 収入 公営住宅法施行令（昭和二十六年政令第二百四十号。以下「令」という。）第

一条第三号に規定する収入をいう。 

（昭三七条例六三・昭四四条例二一・昭四六条例二二・平九条例三一・平一九条例

三四・一部改正） 

（設置） 

第三条 県営住宅の団地を別表のとおり設置する。 

２ 県営住宅の団地ごとの県営住宅の戸数及び共同施設は、規則で定める。 

（昭五九条例一六・全改） 

（入居者資格） 

第四条 法第二十三条第一号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当

する場合とする。 

一 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合 

イ 障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）第二条第一号に規定する障害者でそ

の障害の程度が規則で定める程度であるもの 

ロ 戦傷病者特別援護法（昭和三十八年法律第百六十八号）第二条第一項に規定する戦

傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの 

ハ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律（平成六年法律第百十七号）第十一条第

一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者 
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ニ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成十三年法律

第六十三号）第二条に規定するハンセン病療養所入所者等 

ホ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの 

二 入居者が六十歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが六十歳以上又は十八歳に

達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者である場合 

三 同居者に十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者がある場合 

四 同居者が入居者の配偶者（婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者その他婚姻の予約者を含む。）のみであつて、入居者又は同居者のいずれかが四十歳

未満の者である場合 

２ 法第二十三条第一号イに規定する条例で定める金額は、二十一万四千円とする。 

３ 法第二十三条第一号ロに規定する条例で定める金額は、十五万八千円とする。 

４ 県営住宅の入居者は、法第二十三条各号に掲げる条件を具備するほか、次に掲げる条件

を具備する者でなければならない。 

一 その者が老人、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則

で定める者でない場合にあつては、現に同居し、又は同居しようとする親族（婚姻の届

出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。）があ

ること。 

二 その者又はその同居者が次のいずれにも該当しないこと。 

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第二

条第六号に規定する暴力団員 

ロ 県税又は県営住宅の家賃を滞納している者 

（平二四条例四三・全改、平二六条例八八・令六条例三・令七条例二九・一部改正） 

（入居者資格の特例） 

第四条の二 県営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による県

営住宅の用途の廃止により当該県営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに

伴い他の県営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第四項第一号及

び第二号（ロに係る部分に限る。）に掲げる条件を具備する者とみなす。 

２ 法第四十条第一項の規定により入居者を新たに整備された県営住宅に入居させる場合

においては、その者については、前条第四項第一号及び第二号（ロに係る部分に限る。）

の規定は、適用しない。 

（平二六条例八八・追加） 
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（入居の承認） 

第五条 県営住宅の入居者資格を有する者（法第二十三条各号及び第四条第四項各号に掲げ

る条件を具備する者をいう。以下同じ。）は、県営住宅に入居しようとするときは、県営

住宅入居申込書に所得に関する事項を明らかにする書類その他の規則で定める書類を添

えて知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

（平九条例三一・全改、平二〇条例三三・平二四条例四三・平二六条例八八・一部

改正） 

（入居者の選考） 

第六条 知事は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき県営住宅の戸数を超える場合

においては、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又

は間取りの県営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のう

ちから、住宅困窮の度合の高い順位に入居を決定するものとする。 

一 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態に

ある住宅に居住している者 

二 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と

同居することができない者 

三 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住

状態にある者 

四 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者

（自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。） 

五 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は

収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者 

六 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者 

２ 知事は、前項の場合において住宅困窮順位の定め難いときは、公開抽せんにより入居者

を決定するものとする。 

（昭三九条例五二・旧第五条繰下、昭五五条例六一・一部改正） 

（入居補欠者等） 

第七条 知事は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、

順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。 

２ 知事は、第五条の規定により入居の承認を受けた者が県営住宅に入居しないときは、当

該県営住宅に係る前項の入居補欠者のうちから、その順位に従い、実情審査の上、入居者
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を決定するものとする。 

３ 知事は、前項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去、法第二条第十五号に規定す

る公営住宅建替事業による同条第二号に規定する公営住宅の除却その他令第五条に規定

する特別の理由のある者で速やかに県営住宅に入居させることが必要と認めたものを優

先して入居させることができる。 

（昭三九条例五二・旧第六条繰下・一部改正、昭四六条例二二・昭六一条例四四・

平七条例九・平九条例三一・平一九条例三四・一部改正） 

（入居手続） 

第八条 県営住宅の入居の承認を受けた者は、知事が指定する日までに、次に掲げる手続を

しなければならない。ただし、知事が特別の事情があると認める者については、第一号に

掲げる手続を要しない。 

一 保証人（次のいずれにも該当する者で知事が適当と認めるものに限る。）の署名する

請書を提出すること。 

イ 県内に居住する者であること又は県外に居住する者で県営住宅の入居の承認を受

けた者の三親等以内の親族であるものであること。 

ロ 独立の生計を営み、かつ、県営住宅の入居の承認を受けた者と同程度以上の収入を

有する者であること。 

二 第十四条に規定する敷金を納付すること。 

２ 県営住宅の入居の承認を受けた者が、やむを得ない事情により前項の日までに入居の手

続をすることができない場合において、知事の承認を得たときは、同項の規定にかかわら

ず、知事が別に指定する日までに、同項に定める手続をすることができる。 

３ 知事は、県営住宅の入居の承認を受けた者が、第一項又は前項の手続を完了したときは、

すみやかにその者に対して入居のできる日を通知するものとする。 

４ 知事は、県営住宅の入居の承認を受けた者が、第一項又は第二項の日までに第一項各号

の手続をしないときは、入居の承認を取り消すことができる。 

（昭三九条例五二・旧第七条繰下・一部改正、平九条例三一・令二条例二〇・一部

改正） 

（入居期限等） 

第八条の二 県営住宅の入居の承認を受けた者は、前条第三項の規定により通知された入居

のできる日から七日以内に、県営住宅に入居しなければならない。 

２ 県営住宅の入居の承認を受けた者が、やむを得ない事情により前項の期間内に県営住宅
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に入居することができない場合において、知事の承認を得たときは、同項の規定にかかわ

らず、知事が別に指定する日までに、入居することができる。 

３ 県営住宅の入居の承認を受けた者は、県営住宅に入居したときは、規則で定めるところ

により、その旨を知事に届け出なければならない。 

４ 知事は、県営住宅の入居の承認を受けた者が、第一項の期間内又は第二項の日までに県

営住宅に入居しないときは、入居の承認を取り消すことができる。 

（平七条例九・追加、平九条例三一・一部改正） 

（家賃の額） 

第九条 県営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第二項又は第三項の規定により認定された

入居者に係る収入（同条第四項の規定により更正されたときは、更正後の収入。第十条の

二第一項及び第二項において同じ。）に応じ、近傍同種の住宅の家賃（第三項の規定によ

り定められたものをいう。以下同じ。）以下で、令第二条に規定する方法により、知事が

定める。ただし、次条第一項の規定による申告がない場合において、知事が法第三十四条

（第二十八条の二において準用する場合を含む。次条第三項において同じ。）の規定によ

る報告の請求を行つたにもかかわらず、入居者がその請求に応じないとき（次条第三項の

規定により当該入居者に係る収入が認定された場合を除く。）は、当該県営住宅の毎月の

家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。 

２ 新たに県営住宅の入居の承認を受けた者に係る県営住宅の毎月の家賃については、当該

者の入居の申込みに係る収入（第五条の規定により提出された書類に基づき、次条第二項

の規定の例に準じて認定された収入をいう。）を前項の入居者に係る収入とみなして同項

本文の規定を適用する。 

３ 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第三条に規定する方法により、知事が定

める。 

（平九条例三一・全改、平一九条例三四・平二九条例三八・一部改正） 

（収入の認定等） 

第十条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、知事に所得に関する事項を申告し

なければならない。 

２ 知事は、前項の規定による申告に基づき、当該入居者に係る収入を認定し、当該収入を

当該入居者に通知するものとする。 

３ 知事は、入居者（公営住宅法施行規則（昭和二十六年建設省令第十九号）第八条各号に

掲げる者に限る。）が第一項の規定による申告をすること及び法第三十四条の規定による
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報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、

同令第九条に規定する方法により当該入居者に係る所得に関する事項を把握し、当該入居

者に係る収入を認定することができる。この場合において、知事は、当該収入を当該入居

者に通知するものとする。 

４ 入居者は、第二項又は前項の規定による認定に関し不服があるときは、規則で定めると

ころにより、知事に意見を述べることができる。この場合において、知事は、述べられた

意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定に係る収入を更正

するものとする。 

（平九条例三一・全改、平二九条例三八・一部改正） 

（収入超過者及び高額所得者の認定等） 

第十条の二 知事は、毎年度、前条第二項又は第三項の規定により認定された入居者に係る

収入が令第八条第一項に規定する金額を超える入居者で当該県営住宅に引き続き三年以

上入居しているものがあるときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該

入居者に通知するものとする。 

２ 知事は、毎年度、前条第二項又は第三項の規定により認定された入居者に係る収入が最

近二年間引き続き令第九条に規定する金額を超える入居者で当該県営住宅に引き続き五

年以上入居しているものがあるときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を

当該入居者に通知するものとする。 

３ 前条第四項の規定は、前二項の規定による認定について準用する。この場合において、

同条第四項中「第二項又は前項」とあるのは「第一項又は前項」と、「当該認定に係る収

入を更正する」とあるのは「当該認定を取り消す」と読み替えるものとする。 

（平九条例三一・追加、平二九条例三八・一部改正） 

（収入超過者の家賃の額） 

第十条の三 前条第一項の規定により収入超過者と認定された入居者に係る県営住宅の令

第八条第二項（同条第三項において準用する場合を含む。）の表の上欄に掲げる年度の毎

月の家賃は、第九条第一項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃の額から同項本文

の規定により知事が定めた家賃の額を控除して得た額に同欄に掲げる年度の区分及び同

表の下欄に掲げる入居者に係る収入の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる率を乗じて得た

額に、同項本文の規定により知事が定めた家賃の額を加えて得た額とする。 

（平九条例三一・追加、平一八条例三九・平二九条例三八・一部改正） 

（高額所得者の家賃の額） 



10/29 

第十条の四 第十条の二第二項の規定により高額所得者と認定された入居者に係る県営住

宅の毎月の家賃は、第九条第一項及び前条の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃と

する。 

（平九条例三一・追加） 

（公営住宅建替事業及び県営住宅の用途の廃止に係る家賃の特例） 

第十条の五 知事は、法第四十条第一項の規定により入居者を新たに整備された県営住宅に

入居させる場合又は県営住宅の用途の廃止による県営住宅の除却に伴い当該県営住宅の

入居者を他の県営住宅に入居させる場合において、新たに入居する県営住宅の家賃が従前

の県営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要が

あると認めるときは、第九条第一項、第十条の三又は前条の規定にかかわらず、当該入居

者の家賃につき、新たに入居する県営住宅の家賃の額から従前の県営住宅の最終の家賃の

額を控除して得た額に令第十二条の表の上欄に掲げる入居期間の区分に応じ同表の下欄

に掲げる率を乗じて得た額を減額するものとする。 

（平九条例三一・追加、平一九条例三四・平二九条例三八・一部改正） 

（家賃の徴収方法） 

第十一条 家賃は、第八条第三項に規定する入居のできる日から県営住宅を明け渡した日

（法第二十九条第一項（第二十八条の二において準用する場合を含む。第十八条及び第十

九条第一項において同じ。）若しくは第三十八条第一項の規定による明渡しの請求又は法

第三十二条第一項第二号から第六号まで（第六号を除き、第二十八条の二において準用す

る場合を含む。第十九条第二項において同じ。）の規定に該当することにより法第三十二

条第一項の規定による明渡しの請求が行われたときは知事が指定した当該明渡しの期限

（法第二十九条第八項（第二十八条の二において準用する場合を含む。第十九条第一項に

おいて同じ。）の規定により当該期限を延長したときは、延長後の期限）が到来する日（そ

の日前に明け渡したときは、その明け渡した日）、法第三十二条第一項第一号（第二十八

条の二において準用する場合を含む。）の規定に該当することにより同項の規定による明

渡しの請求が行われたときは当該明渡しの請求が行われた日）まで徴収する。 

２ 前項の場合において、その月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は、日

割計算によつて徴収する。 

３ 知事は、入居者が第十七条第一項に規定する手続を経ないで県営住宅を立ち退いたとき

は、第一項の規定にかかわらず、明け渡した日を認定し、その日までの家賃を徴収するも

のとする。 
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（昭三九条例五二・旧第十条繰下・一部改正、平九条例三一・平一九条例三四・平

二九条例二九・一部改正） 

（家賃の納期限） 

第十二条 家賃は、毎月末日（入居者が月の中途で県営住宅を明け渡すときは、当該県営住

宅の明渡しを行う日）までに、その月分を納付しなければならない。 

（昭三九条例五二・旧第十一条繰下、平九条例三一・一部改正） 

（家賃の減免又は徴収猶予） 

第十三条 知事は、次の各号に掲げる場合において、必要と認めるときは、家賃の減免又は

徴収猶予をすることができる。 

一 入居者に係る収入が著しく低額であるとき。 

二 入居者に係る収入が著しく減少したとき。 

三 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。 

四 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。 

五 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。 

（昭三九条例五二・旧第十二条繰下、平九条例三一・一部改正） 

（敷金） 

第十四条 知事は、県営住宅の入居の承認を受けた者から第九条第二項の規定により定めた

県営住宅の毎月の家賃の額の三倍に相当する金額の敷金を徴収するものとする。 

２ 前項の規定により徴収した敷金は、入居者が県営住宅を立ち退くときに還付する。ただ

し、未納の家賃又は損害賠償金（これらの督促手数料及び延滞金を含む。）があるときは、

敷金をこれらに充当することができる。 

３ 敷金には、利子を付けない。 

４ 知事は、次の各号に掲げる場合において、必要と認めるときは、敷金の減免又は徴収猶

予をすることができる。 

一 県営住宅の入居の承認を受けた者に係る収入が著しく低額であるとき。 

二 県営住宅の入居の承認を受けた者又は同居予定者が病気にかかつたとき。 

三 県営住宅の入居の承認を受けた者又は同居予定者が災害により著しい損害を受けた

とき。 

四 その他前三号に準ずる特別の事情があるとき。 

（昭三九条例五二・旧第十三条繰下・一部改正、平九条例三一・一部改正） 

（修繕費用の負担） 
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第十五条 県営住宅及び共同施設の修繕に要する費用（畳の表替え、ふすまの張替え、壁、

天井等の塗替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器、錠等その他附

帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。）は、県の負担とする。 

２ 入居者の責に帰すべき理由によつて前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規

定にかかわらず、入居者は、知事の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければ

ならない。 

（昭三九条例五二・旧第十四条繰下・一部改正、平九条例三一・一部改正） 

（入居者の費用負担義務） 

第十六条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。 

一 電気、ガス、灯油、水道及び下水道の使用料 

二 汚物及びじんかいの処理に要する費用 

三 共同施設の使用に要する費用 

四 環境の維持整備に要する費用 

２ 前項第一号の費用のうち入居者の共同の利用に供する給排水施設、汚水処理施設、給油

施設及びエレベーターに係る電気の使用料について知事がこれらの施設に係る県営住宅

の入居率等を勘案してその全部を入居者に負担させることが適当でないと認めるときは、

県がその一部を負担するものとする。 

（昭三九条例五二・旧第十五条繰下、昭五四条例三三・平九条例三一・令元条例三

七・一部改正） 

（迷惑行為の禁止） 

第十六条の二 入居者又は同居者は、周辺の生活環境を害する行為その他の他人に迷惑をか

ける行為をしてはならない。 

（平二〇条例三三・追加） 

（長期不在の禁止） 

第十六条の三 入居者は、正当な理由がなく、引き続き十五日以上不在となつてはならない。 

（平二〇条例三三・追加） 

（検査） 

第十七条 入居者は、県営住宅を明け渡そうとするときは、五日前までに、規則で定めると

ころにより、知事に届け出て、当該県営住宅について、県営住宅監理員又は知事の指定す

る職員の検査を受けなければならない。 

２ 知事は、県営住宅の管理上必要があると認めるときは、県営住宅監理員又はその指定す
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る職員に随時県営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができ

る。 

３ 前項の検査において、県営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該県営住宅の入居者の

承認を得なければならない。この場合において、当該県営住宅の入居者は、正当な理由が

なければ同項の検査を拒むことができない。 

４ 第一項及び第二項の規定により検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係

人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

（平九条例三一・全改） 

（明渡期限の延長） 

第十八条 知事は、法第二十九条第一項の規定による明渡しの請求を受けた者が災害により

著しい損害を受けたことその他特別の事情がある場合において、その者から申出があつた

ときは、同項の期限を延長することができる。 

（平七条例九・追加、平九条例三一・旧第十八条の二繰上・一部改正） 

（明渡請求の期限到来後に徴収する金銭） 

第十九条 知事は、法第二十九条第一項の規定による明渡しの請求を受けた者が同項の期限

（同条第八項の規定により当該期限を延長したときは、延長後の期限）が到来しても県営

住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該県営住宅の明渡しを

行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金銭

を徴収するものとする。 

２ 知事は、法第三十二条第一項第二号から第六号までの規定に該当することにより同項の

規定による明渡しの請求を受けた者が知事が指定した当該明渡しの期限が到来しても県

営住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該県営住宅の明渡し

を行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金

銭を徴収するものとする。 

３ 知事は、法第三十八条第一項の規定による明渡しの請求を受けた者が同項の期限が到来

しても県営住宅を明け渡さない場合には、当該期限が到来した日の翌日から当該県営住宅

の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当す

る額の金銭を徴収するものとする。 

４ 第十一条第二項及び第三項並びに第十三条第二号から第五号までの規定は第一項に規

定する金銭について、第十一条第二項及び第三項の規定は前二項に規定する金銭について

準用する。 
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（平九条例三一・全改、平一九条例三四・平二九条例二九・一部改正） 

（社会福祉事業に係る使用の許可） 

第二十条 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二十二条に規定する社会福祉法人

及び公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令（平成八年／厚生省／建設省／令

第一号）第二条各号に掲げる者は、県営住宅を同令第一条各号に掲げる事業（以下「社会

福祉事業」という。）のために使用しようとするときは、規則で定めるところにより、知

事の許可を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の許可の申請があつた場合において、県営住宅を社会福祉事業のために使

用させることが必要であり、かつ、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障がない

と認めるときは、許可をすることができる。 

３ 知事は、第一項の許可に県営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要な条件を付す

ることができる。 

（平九条例三一・全改、平一二条例一四四・一部改正） 

（使用開始期限等） 

第二十一条 前条第一項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、知事が指定する

日までに県営住宅の使用を開始しなければならない。 

２ 使用者は、やむを得ない事情により前項の日までに県営住宅の使用を開始することがで

きない場合において、知事の承認を得たときは、同項の規定にかかわらず、知事が別に指

定する日までに使用を開始することができる。 

３ 使用者は、県営住宅の使用を開始したときは、規則で定めるところにより、その旨を知

事に届け出なければならない。 

（平九条例三一・追加） 

（社会福祉事業に係る使用料） 

第二十二条 使用者は、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める額の使用料を納付しなけ

ればならない。 

（平九条例三一・追加） 

（社会福祉事業に係る使用の許可の取消し） 

第二十三条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の許可を取り

消すことができる。 

一 使用者が第二十条第三項の規定により付した条件に違反したとき。 

二 使用者が第二十一条第一項又は第二項の知事が指定する日までに県営住宅の使用を
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開始しないとき。 

三 使用者が偽りその他不正な手段により当該許可を受けたとき。 

四 県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。 

（平九条例三一・追加） 

（報告） 

第二十四条 知事は、県営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるとき

は、使用者に対し、当該県営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。 

（平九条例三一・追加） 

（準用） 

第二十五条 第十五条、第十六条及び第十七条並びに法第二十七条第一項から第四項までの

規定は、使用者が県営住宅を使用する場合について準用する。この場合において、これら

の規定（第十六条第二項を除く。）中「入居者」とあるのは「使用者」と、第十六条第二

項中「入居者」とあるのは「入居者及び使用者」と、法第二十七条第二項中「その入居の

権利」とあるのは「当該許可に基づく権利」と読み替えるものとする。 

（平九条例三一・追加、平二〇条例三三・一部改正） 

（特例入居の承認） 

第二十六条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成五年法律第五十二号）第三

条第四号イ又はロに掲げる者（県営住宅の入居者資格を有する者及び青森県特定公共賃貸

住宅条例第四条第二項の条件を具備しない者を除く。以下「中堅所得者」という。）は、

県営住宅に入居しようとするときは、県営住宅特例入居申込書に所得に関する事項を明ら

かにする書類その他の規則で定める書類を添えて知事に提出し、その承認を受けなければ

ならない。 

２ 知事は、前項の承認の申請があつた場合において、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関

する法律第六条に規定する特定優良賃貸住宅その他の中堅所得者の居住の用に供する賃

貸住宅の不足その他の特別の事由により県営住宅を中堅所得者に使用させることが必要

であり、かつ、県営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障がないと認めるときは、承

認をすることができる。 

（平九条例三一・追加、平二〇条例三三・一部改正） 

（特例入居に係る家賃の額） 

第二十七条 前条第一項の承認を受けた者に係る県営住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅

の家賃以下で知事が定める。 
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（平九条例三一・追加） 

（特例入居に係る県営住宅の管理） 

第二十八条 中堅所得者が県営住宅に入居する場合には、当該入居を県営住宅の入居者資格

を有する者の県営住宅への入居とみなして、第八条（第一項ただし書を除く。）、第八条

の二、第十一条、第十二条、第十四条第一項から第三項まで、第十五条から第十七条まで

及び第十九条第二項から第四項まで並びに法第二十七条、第三十二条及び第三十八条の規

定を適用する。この場合において、第十一条第一項中「第二十九条第一項（第二十八条の

二において準用する場合を含む。第十八条及び第十九条第一項において同じ。）若しくは

第三十八条第一項」とあるのは「第三十八条第一項」と、「期限（法第二十九条第八項（第

二十八条の二において準用する場合を含む。第十九条第一項において同じ。）の規定によ

り当該期限を延長したときは、延長後の期限）」とあるのは「期限」と、第十四条第一項

中「第九条第二項の規定により定めた県営住宅の毎月の家賃の額の三倍」とあるのは「家

賃の額の三倍」と、第十九条第四項中「第十一条第二項及び第三項並びに第十三条第二号

から第五号までの規定は第一項に規定する金銭について、第十一条第二項及び第三項の規

定は」とあるのは「第十一条第二項及び第三項の規定は、」と、法第三十二条第一項第五

号中「第四十八条」とあるのは「第四十五条第四項」と、法第三十八条第一項中「前条第

六項（同条第七項において準用する場合を含む。）の規定による通知」とあるのは「その

旨の通知」とする。 

２ 青森県特定公共賃貸住宅条例第五条、第七条及び第八条の規定は、中堅所得者が県営住

宅に入居する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「特定公共賃貸

住宅」とあるのは「県営住宅」と、同条例第五条中「前条第一項第二号に掲げる者」とあ

るのは「災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において県営住宅に入居さ

せることが適当である者として知事が認めるもの（以下「災害等の特別の事情がある者」

という。）」と、同条例第八条第二項中「第六条の規定により入居の承認を受けた者（以

下「入居承認者」という。）」とあるのは「青森県県営住宅条例第二十六条第一項の承認

を受けた者」と、同条第三項中「第四条第一項第二号に掲げる者」とあるのは「災害等の

特別の事情がある者」と読み替えるものとする。 

（平九条例三一・追加、平一二条例一三〇・平一八条例三九・平一九条例三四・平

二〇条例三三・平二四条例四三・平二九条例二九・一部改正） 

（準県営住宅の管理） 

第二十八条の二 法第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十七条、第二十八条第
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一項、第二十九条第一項、第三項から第五項まで及び第八項、第三十一条第一項、第三十

二条第一項から第四項まで（第一項第六号を除く。）並びに第三十四条の規定は、準県営

住宅の管理について準用する。この場合において、法第二十条、第二十一条、第二十七条、

第二十八条第一項、第二十九条第一項及び第五項並びに第三十二条第一項から第三項まで

の規定中「公営住宅」とあるのは「準県営住宅」と、法第二十二条第一項中「公営住宅に」

とあるのは「準県営住宅に」と、「公営住宅の入居者」とあるのは「準県営住宅の入居者」

と、法第二十四条第一項及び第三十一条第一項中「他の公営住宅」とあるのは「準県営住

宅」と、法第三十四条中「第十六条第一項若しくは第四項若しくは第二十八条第二項若し

くは第四項」とあるのは「青森県県営住宅条例（以下「条例」という。）第九条第一項若

しくは第十条の三」と、「第十六条第五項（第二十八条第三項若しくは第五項又は第二十

九条第九項において準用する場合を含む。）」とあるのは「条例第十三条（第一号を除き、

条例第十九条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。）」と、「第十八条第二項」

とあるのは「条例第十四条第四項」と、「第十九条（第二十八条第三項又は第二十九条第

八項において準用する場合を含む。）」とあるのは「条例第十三条若しくは第十四条第四

項」と、「、第二十九条第一項の規定による明渡しの請求、第三十条第一項の規定による

あつせん等又は第四十条の規定による公営住宅への入居の措置」とあるのは「又は第二十

九条第一項の規定による明渡しの請求」と、「公営住宅の」とあるのは「準県営住宅の」

と読み替えるものとする。 

（平一九条例三四・追加、平二九条例二九・一部改正） 

（駐車場の利用の承認） 

第二十九条 入居者又は同居者は、駐車場を利用しようとするときは、規則で定めるところ

により、知事の承認を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の承認に駐車場の管理のため必要な条件を付することができる。 

（平一六条例五四・全改） 

（駐車場の使用料） 

第三十条 前条第一項の承認を受けた者（以下「駐車場利用者」という。）は、駐車場の整

備及び管理に要する費用等を勘案して規則で定める額の使用料を納付しなければならな

い。 

２ 知事は、特別の事情があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。 

（平一六条例五四・追加） 

（駐車場の利用の承認の取消し） 
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第三十一条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第二十九条第一項の承認を取

り消すことができる。 

一 駐車場利用者が第二十九条第二項の規定により付した条件に違反したとき。 

二 駐車場利用者が偽りその他不正な手段により当該承認を受けたとき。 

三 駐車場利用者が駐車場の使用料を三月以上滞納したとき。 

四 駐車場利用者が駐車場を故意にき損したとき。 

五 駐車場の管理上必要があると認めるとき。 

（平一六条例五四・追加） 

（施行事項） 

第三十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（昭三九条例五二・旧第二十条繰下、昭六二条例三八・旧第二十一条繰下、平九条

例三一・旧第二十二条繰下、平一六条例五四・旧第三十一条繰下、平一七条例六・

旧第三十三条繰上） 

附 則 

１ この条例は、昭和三十七年二月一日から施行する。 

２ 青森県営復興住宅使用料徴収条例（昭和二十三年四月青森県条例第十四号）は、廃止す

る。 

３ この条例の施行の際、現に知事の許可を受けて県営住宅に入居している者は、この条例

の規定による承認を受けて入居している者とみなす。 

４ 前項の者については、第十四条の規定は、適用しない。 

（昭三九条例五二・一部改正） 

５ 法附則第五項の規定による貸付けを受けて建設される県営住宅に係る第二条第一号の

規定の適用については、同号中「補助」とあるのは、「補助又は法附則第五項の規定によ

る無利子の貸付け」とする。 

（平元条例三七・追加、平九条例三一・一部改正） 

附 則（昭和三七年条例第六三号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和三九年条例第五二号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四〇年条例第三八号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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附 則（昭和四一年条例第四五号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四一年条例第五九号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四一年条例第七六号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四三年条例第四四号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四四年条例第二一号） 

１ この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、第二条第五号の改正規定中

「二千円」を「三千円」に改める部分は、公布の日から施行し昭和四十三年十二月一日か

ら適用し、別表中御園団地の項を削る改正規定は、昭和四十四年三月三十一日から施行す

る。 

２ 知事は、この条例による改正後の青森県県営住宅条例第二条第五号の規定により昭和四

十三年十二月一日において収入が公営住宅法施行令（昭和四十六年政令第二百四十号）に

定める基準をこえないこととなる入居者が同日以後に納付した割増賃料に相当する額を、

昭和四十四年四月三十日までに還付するものとする。 

附 則（昭和四四年条例第四一号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四五年条例第六一号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四五年条例第七二号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四六年条例第二二号） 

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第七条第四項の改正規定は、

公布の日から施行する。 

附 則（昭和四六年条例第四五号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

（昭和四六年規則第七九号で昭和四六年一二月二〇日から施行。ただし、別表中「二

百七十八戸」を「三百二十二戸」に改める改正規定は昭和四六年一二月一日から施

行） 
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附 則（昭和四七年条例第二七号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四七年条例第四五号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

（昭和四七年規則第八一号で昭和四七年一二月一日から施行。ただし、別表中「七

十四戸」を「百戸」に改める改正規定及び同表に山田団地の項を加える改正規定は

昭和四七年一一月九日から施行） 

附 則（昭和四八年条例第二二号） 

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。 

附 則（昭和四八年条例第四四号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

（昭和四八年規則第七二号で昭和四八年一二月一日から施行） 

附 則（昭和四八年条例第五八号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四九年条例第一七号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和四九年条例第六〇号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五〇年条例第一八号） 

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。 

附 則（昭和五〇年条例第五三号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五一年条例第三三号） 

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。 

附 則（昭和五一年条例第五五号） 

この条例は、昭和五十一年八月一日から施行する。 

附 則（昭和五一年条例第六七号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、上平団地及び金谷団地に係る改正規定は、

規則で定める日から施行する。 

（昭和五二年規則第二号で昭和五二年三月一日から施行） 

附 則（昭和五二年条例第八号） 
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第二項各号の改正規定並びに別表

の改正規定中平和台団地及び河原木団地の戸数に係る部分並びに広田団地の項を加える部

分は、昭和五十二年四月一日から施行する。 

附 則（昭和五二年条例第二六号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、改正規定中広田団地の位置に係る部

分は、公布の日から施行する。 

（昭和五二年規則第五六号で河原木団地、上平団地及び金谷団地に係る改正規定は

昭和五二年一二月一日、広田団地に係る改正規定（位置に係る部分を除く。）は昭

和五二年一二月一六日から施行） 

附 則（昭和五三年条例第一九号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、改正規定中「 

弘前市大字高田 

」を「 

弘前市大字高田一丁目 

」に改める部分は、公布の日から施行する。 

（昭和五三年規則第二九号で昭和五三年四月二〇日から施行） 

附 則（昭和五三年条例第四一号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

（昭和五三年規則第六六号で昭和五三年一二月一日から施行） 

附 則（昭和五三年条例第四四号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五四年条例第九号） 

この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。 

附 則（昭和五四年条例第二七号） 

この条例は、昭和五十四年八月一日から施行する。 

附 則（昭和五四年条例第三三号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第十六条の改正規定は、公布の日か

ら施行する。 

（昭和五四年規則第五一号で昭和五四年一二月一五日から施行） 

附 則（昭和五四年条例第四〇号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中河原木団地に係る部分は、昭和
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五十四年十二月二十五日から施行する。 

附 則（昭和五五年条例第三二号） 

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。 

附 則（昭和五五年条例第五三号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

（昭和五五年規則第五一号で昭和五五年一〇月一日から施行） 

附 則（昭和五五年条例第六一号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五六年条例第一二号） 

この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。 

附 則（昭和五六年条例第二五号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表中浜の町団地の項の次に宮園団

地の項を加える改正規定は、昭和五十六年七月一日から施行する。 

（昭和五六年規則第三一号で河原木団地の項の改正規定（中層三階建の住宅に係る

部分に限る。）は昭和五六年八月一日、南桜川団地の項の次に戸山団地の項を加え

る改正規定及び河原木団地の項の改正規定（中層五階建の住宅に係る部分に限る。）

は昭和五六年一〇月一日から施行） 

附 則（昭和五六年条例第三三号） 

この条例は、昭和五十七年一月一日から施行する。ただし、改正規定中野木和団地に係る

部分は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五七年条例第二三号） 

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。 

附 則（昭和五七年条例第三四号） 

この条例は、昭和五十七年八月一日から施行する。ただし、別表野木和団地の項の改正規

定は、規則で定める日から施行する。 

（昭和五七年規則第四〇号で昭和五七年一〇月一日から施行） 

附 則（昭和五七年条例第四〇号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表白銀団地の項の改正規定は、公

布の日から施行する。 

（昭和五七年規則第四九号で多賀台団地の項及び是川団地の項の改正規定は昭和

五七年一一月一日、野木和団地の項及び岬台団地の項の改正規定並びに宮園団地の
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項の次に茂森団地の項を加える改正規定は昭和五七年一二月二〇日から施行） 

附 則（昭和五七年条例第四八号） 

この条例は、昭和五十七年十二月二十一日から施行する。ただし、別表戸山団地の項の改

正規定は、規則で定める日から施行する。 

（昭和五八年規則第八号で昭和五八年四月一日から施行） 

附 則（昭和五八年条例第三六号） 

この条例は、昭和五十八年十一月一日から施行する。ただし、別表野木和団地の項の改正

規定は、規則で定める日から施行する。 

（昭和五八年規則第五九号で昭和五八年一二月二〇日から施行） 

附 則（昭和五九年条例第一六号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五九年条例第五一号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六〇年条例第三九号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和六一年条例第四四号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中宮園団地の項の次に宮園第二団地

の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。 

（昭和六一年規則第五一号で昭和六一年九月一日から施行） 

２ 改正後の青森県県営住宅条例第十八条第二項の規定は、昭和六十一年七月一日から適用

する。 

附 則（昭和六二年条例第一八号） 

１ この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。 

２ 改正後の青森県県営住宅条例第九条の規定は、昭和六十四年四月分以後の家賃の額につ

いて適用する。 

３ 昭和六十四年三月分までの家賃の額については、改正前の青森県県営住宅条例第九条の

規定の例による。この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に

関する法律」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関す

る法律の一部を改正する法律（昭和六十一年法律第九十四号）附則第十三条第二項の規定

によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国有資産等所在

市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。 
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附 則（昭和六二年条例第三八号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年条例第三七号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年条例第五七号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二年条例第二〇号） 

この条例は、平成二年四月一日から施行する。 

附 則（平成二年条例第三二号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二年条例第三六号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成三年条例第一二号） 

この条例は、平成三年四月一日から施行する。 

附 則（平成三年条例第三七号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成六年条例第三七号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表小柳団地の項の改正規定は、公

布の日から施行する。 

（平成六年規則第四一号で別表岬台団地の項の次に白山台団地の項を加える改正

規定は平成六年八月一日から施行） 

（平成六年規則第四七号で別表戸山団地の項の次にベイサイド柳川の項を加える

改正規定は、平成六年九月一日から施行） 

附 則（平成七年条例第九号） 

１ この条例は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第七条第四項の改正規定及び第

十八条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の青森県県営住宅条例第八条の二の規定は、平成七年四月一日以後に県営住宅の

入居の承認を受けた者について適用する。 

附 則（平成七年条例第三七号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表宮園第二団地の項の次に宮園第三団地

の項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。 
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（平成七年規則第六六号で平成七年十月一日から施行） 

附 則（平成七年条例第五四号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成九年条例第三一号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の次に九条を加える改正規定（第

二十六条から第二十八条までに係る部分に限る。）は、規則で定める日から施行する。 

（平成九年規則第七一号で平成九年十月一日から施行） 

２ この条例の施行の日において現に改正前の青森県県営住宅条例（以下「改正前の条例」

という。）の規定に基づいて設置し、及び管理している県営住宅又は共同施設については、

平成十年三月三十一日までの間は、改正後の青森県県営住宅条例（以下「改正後の条例」

という。）第四条、第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第十八条及び第十九

条の規定は適用せず、改正前の条例第八条の三から第十一条まで、第十三条、第十四条、

第十七条から第十八条の二まで及び第二十条の規定は、なおその効力を有する。 

３ 前項の県営住宅又は共同施設に係る改正後の条例第二十二条及び第二十七条の規定の

適用については、平成十年三月三十一日までの間、改正後の条例第二十二条中「近傍同種

の住宅の家賃以下で知事が定める額」とあるのは「青森県県営住宅条例の一部を改正する

条例（平成九年三月青森県条例第三十一号）附則第二項の規定によりなおその効力を有す

ることとされる改正前の青森県県営住宅条例（以下「旧条例」という。）第九条又は第十

条の規定により知事が定めた家賃に相当する額」と、改正後の条例第二十七条中「近傍同

種の住宅の家賃以下で知事が定める」とあるのは「旧条例第九条又は第十条の規定により

知事が定めた家賃に一・四を乗じて得た額とする」とする。 

４ 改正後の条例第九条、第十条の三又は第十条の四の規定による家賃の決定に関し必要な

手続その他の行為は、附則第二項の県営住宅又は共同施設については、同項の規定にかか

わらず、平成十年三月三十一日以前においても改正後の条例の例によりすることができる。 

５ 平成十年四月一日において現に附則第二項の県営住宅に入居している者の平成十年度

から平成十二年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第九条第一項本

文又は第十三条の規定による家賃の額が改正前の条例第九条、第十条又は第十三条の規定

による家賃の額を超える場合にあっては改正後の条例第九条第一項本文又は第十三条の

規定による家賃の額から改正前の条例第九条、第十条又は第十三条の規定による家賃の額

を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調

整率を乗じて得た額に、改正前の条例第九条、第十条又は第十三条の規定による家賃の額
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を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第十条の三、第十条の四又は第十三条の

規定による家賃の額が改正前の条例第九条、第十条又は第十三条の規定による家賃の額に

改正前の条例第十八条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては改

正後の条例第十条の三、第十条の四又は第十三条の規定による家賃の額から改正前の条例

第九条、第十条又は第十三条の規定による家賃の額及び改正前の条例第十八条の規定によ

る割増賃料の額を控除して得た額に同表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に

定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第九条、第十条又は第十三条の規定に

よる家賃の額及び改正前の条例第十八条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とす

る。 

年度の区分 負担調整率 

平成十年度 〇・二五 

平成十一年度 〇・五 

平成十二年度 〇・七五 

６ 平成十年四月一日前に改正前の条例の規定によってした手続その他の行為は、改正後の

条例の相当規定によってしたものとみなす。 

附 則（平成一〇年条例第五四号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一一年条例第四一号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

（平成一一年規則第七九号で平成一一年八月一日から施行） 

附 則（平成一二年条例第一三〇号） 

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。 

附 則（平成一二年条例第一四四号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一二年条例第一六五号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一五年条例第五九号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成一六年条例第五四号） 

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。 

附 則（平成一七年条例第六号）抄 
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（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第十六項までの規定は、規

則で定める日から施行する。 

（平成一八年規則第六号で平成一八年四月一日から施行） 

附 則（平成一八年条例第三九号） 

１ この条例は、平成十八年四月一日から施行する。 

２ 改正後の青森県県営住宅条例第十条の三の規定は、平成十九年度以降の年度の毎月の家

賃について適用する。 

附 則（平成一九年条例第三四号） 

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。 

附 則（平成二〇年条例第三三号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二四年条例第四三号） 

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二十八条第一項の改正規定

は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二五年条例第二七号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成二六年条例第八八号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条第四項第二号ロの改正規定は、平成

二十六年十二月一日から施行する。 

附 則（平成二九年条例第二九号） 

この条例は、平成二十九年七月二十六日から施行する。 

附 則（平成二九年条例第三八号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成三一年条例第四三号） 

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。 

附 則（令和元年条例第三七号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和二年条例第二〇号） 

この条例は、令和二年四月一日から施行する。 

附 則（令和六年条例第三号）抄 
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（施行期日） 

１ この条例は、令和六年四月一日から施行する。 

附 則（令和七年条例第二九号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第三条関係） 

（昭五九条例一六・全改、昭五九条例五一・昭六〇条例三九・昭六一条例四四・昭

六二条例三八・平元条例五七・平二条例二〇・平二条例三二・平二条例三六・平三

条例三七・平六条例三七・平七条例三七・平七条例五四・平一〇条例五四・平一一

条例四一・平一五条例五九・平二五条例二七・平三一条例四三・令元条例三七・一

部改正） 

名称 位置 

野木和団地 青森市大字羽白 

幸畑団地 青森市幸畑五丁目 

桜川団地 青森市桜川五丁目 

小柳団地 青森市小柳四丁目 

平和台団地 青森市大字新城 

浜館団地 青森市南佃二丁目 

南桜川団地 青森市桜川九丁目 

戸山団地 青森市蛍沢四丁目 

青森市赤坂一丁目 

ベイサイド柳川 青森市柳川一丁目 

城西団地 弘前市大字城西三丁目 

弘前市大字城西四丁目 

小沢団地 弘前市大字桜ケ丘四丁目 

小沢第二団地 弘前市大字桜ケ丘三丁目 

城東団地 弘前市大字高田一丁目 

浜の町団地 弘前市大字浜ノ町東五丁目 

宮園団地 弘前市大字宮園四丁目 

宮園第二団地 弘前市大字宮園四丁目 

弘前市大字青山三丁目 
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宮園第三団地 弘前市大字青山二丁目 

茂森団地 弘前市大字茂森新町一丁目 

旭ケ丘団地 八戸市旭ケ丘一丁目 

多賀台団地 八戸市多賀台四丁目 

白銀台団地 八戸市白銀台一丁目 

八戸市白銀台二丁目 

是川団地 八戸市是川一丁目 

八戸市是川四丁目 

河原木団地 八戸市下長四丁目 

八戸市下長五丁目 

岬台団地 八戸市岬台四丁目 

白山台団地 八戸市北白山台四丁目 

松島団地 五所川原市松島町六丁目 

新宮団地 五所川原市若葉三丁目 

五所川原市大字長橋 

広田団地 五所川原市みどり町五丁目 

上平団地 十和田市大字三本木 

桜町団地 三沢市桜町三丁目 

中央団地 むつ市中央二丁目 

昭和団地 むつ市昭和町 

山田団地 むつ市山田町 

金谷団地 むつ市松山町 

 


